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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　
　

一

〇
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

三

〇
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
育
て
支
援
課
）　
　

四

告　
　
　

示

〇
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

　

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
く
告
示
）
の
一
部
改
正 

（
情
報
政
策
課
）　
　

四

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

四

〇
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録 

（
森
林
整
備
課
）　
　

四

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

五

〇
漁
港
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

六

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
廃
川
敷
地
等
の
発
生 

（
河　

川　

課
）　
　

七

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　
　

七

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

八

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　
　

八

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
（
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則 

　
　

八

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

八

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

八

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

九

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
〇

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
一

〇
人
事
委
員
会
規
則
九
―
一
（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
）
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
一

〇
人
事
委
員
会
規
則
九
―
八
（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
） 

　

一
一

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
二

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
―
三
（
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

　

一
二

〇
人
事
委
員
会
細
則
十
―
一
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る

　

細
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則 

　

一
三

〇
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

　

一
三

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表 

　

一
四

〇
行
政
監
査
の
結
果
の
公
表 

　

一
七

規　
　
　

則

　

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
号

　
　
　

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
理
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
一
号
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
理
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
号

　
　
　

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中

「

備　　　　　　　考

１
 　
理
容
師
に
つ
い
て
は
，
理
容
師
免
許
証
原
本
の
確
認
を
受
け
，
結
核
，
皮
膚
疾

患
，
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
伝
染
性
疾
病
の
有
無
に
関
す
る
医
師
の

診
断
書
を
添
え
る
こ
と
。

２
 　
法
第
11条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
理
容
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，

当
該
理
容
所
の
管
理
理
容
師
が
同
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
（
講
習
会
課
程
修
了
証
書
の
写
し
又
は
講
習
会
課
程
修
了
証
明
書
）
を
添
え

る
こ
と
。

３
 　
開
設
者
が
外
国
人
の
と
き
は
，
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42

年
法
律
第
81号
）
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）

を
添
え
る
こ
と
。

・
　
　
・

・
　
　
・

を

・
　
　
・

・
　
　
・

・
　
　
・

・
　
　
・

・
　
　
・

・
　
　
・

」

「
美容所

名
　
　
　
称

・
　
　
・

・
　
　
・

に
改
め
る
。

開
設
予
定
年
月
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日

・
　
　
・

・
　
　
・

備考

１
 　
省
令
第
19条
第
１
項
第
８
号
に
該
当
す
る
場
合
は
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
美
容
所
の
名
称
を
，
同
項
第
９
号
に
該
当
す
る
場
合
は
美
容
師
法
第
11条
第
１
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
美
容
所
の
開
設

予
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
 　
理
容
師
に
つ
い
て
は
，
理
容
師
免
許
証
原
本
の
確
認
を
受
け
，
結
核
，
皮
膚
疾
患
，
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
伝
染
性
疾
病
の
有
無
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
こ
と
。

３
 　
法
第
11条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
理
容
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
当
該
理
容
所
の
管
理
理
容
師
が
同
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
講
習
会
課
程
修
了
証
書
の

写
し
又
は
講
習
会
課
程
修
了
証
明
書
）
を
添
え
る
こ
と
。

４
 　
開
設
者
が
外
国
人
の
と
き
は
，
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42年
法
律
第
81号
）
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）
を
添
え
る
こ
と
。

」

「

備　　　　　　

１
 　
美
容
師
に
つ
い
て
は
，
美
容
師
免
許
証
原
本
の
確
認
を
受
け
，
結
核
，
皮
膚
疾

患
，
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
伝
染
性
疾
病
の
有
無
に
関
す
る
医
師
の

診
断
書
を
添
え
る
こ
と
。

２
 　
法
第
12条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
美
容
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，

当
該
美
容
所
の
管
理
美
容
師
が
同
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
（
講
習
会
課
程
修
了
証
書
の
写
し
又
は
講
習
会
課
程
修
了
証
明
書
）
を
添
え

・
　
　
・

・
　
　
・

を

・
　
　
・

・
　
　
・
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
美
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
一
号
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
美
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

 
　
　
　
　

　

民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
号

　
　
　

民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
表
第
十
条
第
一
項
の
項
中
「

第
三
十
条
第
一
項

」
を

「

第
二
十
五
条

」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
五
項

貸
付
け
を
受
け
た
者

使
用
の
許
可
を
受
け
て
当
該
民
間

非
営
利
活
動
施
設
を
使
用
す
る
者

第
一
項
及
び
第
三
項

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
一
項
及

び
第
三
項

貸
付
け
を
受
け
る
者

使
用
の
許
可
を
受
け
て
当
該
民
間

非
営
利
活
動
施
設
を
使
用
す
る
者

　

第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５ 　

知
事
は
、
民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
期
間
の
満
了
後
も
引
き
続

き
当
該
民
間
非
営
利
活
動
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
き
当
該
民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
新
た
に
当
該
民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
が
使
用
を
開
始
す
る
日
の
一
月
前

ま
で
に
限
り
、
当
該
各
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　考

る
こ
と
。

３
 　
開
設
者
が
外
国
人
の
と
き
は
，
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42

年
法
律
第
81号
）
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）

を
添
え
る
こ
と
。

・
　
　
・

・
　
　
・

・
　
　
・

・
　
　
・

」

「
理容所

名
　
　
　
称

・
　
　
・

・
　
　
・

に
改
め
る
。

開
設
予
定
年
月
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日

・
　
　
・

・
　
　
・

備考

１
 　
省
令
第
19条
第
１
項
第
８
号
に
該
当
す
る
場
合
は
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
理
容
所
の
名
称
を
，
同
項
第
９
号
に
該
当
す
る
場
合
は
理
容
師
法
第
11条
第
１
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
理
容
所
の
開
設

予
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
 　
美
容
師
に
つ
い
て
は
，
美
容
師
免
許
証
原
本
の
確
認
を
受
け
，
結
核
，
皮
膚
疾
患
，
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
伝
染
性
疾
病
の
有
無
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
こ
と
。

３
 　
法
第
12条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
美
容
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
当
該
美
容
所
の
管
理
美
容
師
が
同
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
講
習
会
課
程
修
了
証
書
の

写
し
又
は
講
習
会
課
程
修
了
証
明
書
）
を
添
え
る
こ
と
。

４
 　
開
設
者
が
外
国
人
の
と
き
は
，
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42年
法
律
第
81号
）
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）
を
添
え
る
こ
と
。

」
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
号

　
　
　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
九
条
第
五
号
、
第
四
十
五
条
第
九
号
及
び
第
七
十
九
条
第
八
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」

を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
に

基
づ
く
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

一
６
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
四
項
及
び
第
四
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
」
に
改

め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
六
加
入

区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
女
川

町
支
所
の
地
区

の
う
ち
指
ヶ
浜

の
区
域

平
成
二
十
八
年

二
月
十
五
日

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜
字

指
ヶ
浜
二
十
一－

三

大
江　

清
明

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜
字

指
ヶ
浜
二
十
六

鈴
木　

浩
勝

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

六
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産
事
業
者
の

登
録
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

登
録
年
月
日

種　

穂

苗　

木

宮
城
第
二

百
八
十
六

号

守
屋
木
材
株
式
会
社

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
六

丁
目
一
番
十
六
号

 

幼
苗
の
育

成幼
苗
以
外

の
苗
木
の

育
成

守
屋
木
材
株
式
会
社
白

沢
工
場

仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子

字
大
道
十
二－

一

平
成
二
十
八
年

二
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

 　

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
岩
入
一
一
、
一
二
の
四
、
一
二
の
三
三
、
二
〇
の
一
、
三
九
の
一
、
字
下
岩
入
一
五
、

五
〇
、
字
岩
入
向
四
二
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備
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三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。　

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
七
百

七
十
七
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾

沿
岸

渡
波
漁

港
海
岸

赤
堀
地

区
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
わ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
わ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

石
巻
市
渡
波
町
一
丁
目
一
七
六
番
地
内
四
等
三
角
点
渡
波
小
学
校

（
北
緯
三
八
度
二
五
分
〇
七
秒
東
経
一
四
一
度
二
一
分
五
四
秒
）

イ 

点　

基
点
Ａ
点
か
ら
一
一
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
五
六
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
ロ
点　

イ
点
か
ら
三
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
二
九
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
二
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
二
九
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
二
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
二
九
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
二
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
一
一
一
度
〇
五
分
五
二
秒
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
一
一
度
〇
五
分
四
二
秒
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
九
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
二
〇
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
一
一
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
一
〇
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
五
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
六
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
三
二
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
五
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
六
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
一
四
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
五
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
三
五
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
二
八
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
三
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
三
二
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
三
一
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
二
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
一
一
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
五
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
三
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
九
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヤ
点　

ク
点
か
ら
三
五
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ヤ
点
か
ら
二
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
点　

マ
点
か
ら
三
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ
点　

ケ
点
か
ら
一
一
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
点　

フ
点
か
ら
一
八
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
点　

コ
点
か
ら
二
〇
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
九
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

テ
点　

エ
点
か
ら
一
七
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
六
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ア
点　

テ
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

サ
点　

ア
点
か
ら
一
七
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
点　

サ
点
か
ら
一
七
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ユ
点　

キ
点
か
ら
六
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
点　

ユ
点
か
ら
一
五
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ミ
点　

メ
点
か
ら
六
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

シ
点　

ミ
点
か
ら
六
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
一
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヱ
点　

シ
点
か
ら
三
二
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヒ
点　

ヱ
点
か
ら
一
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

モ
点　

ヒ
点
か
ら
四
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
点　

モ
点
か
ら
五
八
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
一
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ス
点　

セ
点
か
ら
九
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ン
点　

ス
点
か
ら
五
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

い
点　

ン
点
か
ら
一
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ろ
点　

い
点
か
ら
二
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

は
点　

ろ
点
か
ら
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

に
点　

は
点
か
ら
一
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ほ
点　

に
点
か
ら
三
四
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
五
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

へ
点　

ほ
点
か
ら
三
一
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
地
点

と
点　

へ
点
か
ら
三
三
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
五
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ち
点　

と
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

り
点　

ち
点
か
ら
七
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ぬ
点　

り
点
か
ら
一
五
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
八
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

る
点　

ぬ
点
か
ら
二
〇
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
七
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

を
点　

る
点
か
ら
二
二
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
九
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

わ
点　

を
点
か
ら
二
三
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
五
三
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
宮
城
県
知
事
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名
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仙
台
湾

沿
岸

渡
波
漁

港
海
岸

赤
堀
地

区
海
岸
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
七
号
に
よ
り
海
岸
保

全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
石
巻
市
赤
堀
地
区
の
渡
波
漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う

ち
渡
波
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

  

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

山
下
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
頭
無
一
六
一
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
浅
生
原
字
南
山
下
四
九
番
五
地
先
ま
で

前

　

五
・
五
〜

 
一
三
・
五

 

一
、
九
〇
三
・
〇

後

一
〇
・
五
〜
 

二
七
・
〇

 

一
、
九
〇
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

  

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

女
川
牡
鹿
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
〇
七
番
二

一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
小
乗
浜
字
小
乗
二
九
番
七
地
先
ま

で

前
Ａ
　

七
・
〇
〜

 

五
六
・
四

一
、
二
六
〇
・
二
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

七
・
〇
〜

 

五
六
・
四

一
、
一
七
〇
・
一

　

七
・
〇
〜

 

七
・
〇

一
、
二
三
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域　変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
小
森
六
二
番
四

地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
小
森
四
一
番
三
地
先
ま

で

　

Ａ
前　

　

Ｂ

一
二
・
〇
〜

 

一
六
・
〇

 

二
九
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

九
・
五
〜

 

二
三
・
〇

 

二
七
二
・
〇

後
Ａ

一
〇
・
七
〜

 

三
六
・
五

 

二
九
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
〇
七
番
二
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
小
乗
浜
字
小
乗
二
九
番
七
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
小
森
六
三
番
七
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
小
森
四
一
番
三
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

二
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
四
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
七
北
田
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
欠
下
九
番
四

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

十
三
・
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
二
・
二
号
門
脇
流
留
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
二
〇
号
濡
仏
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

石
巻
市
南
光
町
一
丁
目
、
南
光
町
二
丁
目
、
南
浜
町
四
丁
目
、
雲
雀
野
町
一
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

 　

石
巻
市
門
脇
町
四
丁
目
、
門
脇
町
五
丁
目
、
南
浜
町
二
丁
目
、
南
浜
町
四
丁
目
、
雲
雀
野
町
一
丁
目
、
南
光
町

一
丁
目
、
南
光
町
二
丁
目
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

大
和
町
吉
岡
南
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合

二  

事
務
所
の
所
在
地
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黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
北
要
害
三
番
地
の
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
五
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

名
取
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
八
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
一
号
）　

二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
ア
イ
ザ
ワ　

塩
釜
市
新
浜
町
一－

一－

十
三

五　

落
札
金
額　

一
千
四
百
六
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
（
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
―
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
（
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―

三
（
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
九
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
―
二
十
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
六
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」

に
、「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
―
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
八
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決
定

」
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を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
１
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決
定

」

を
「裁

決
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
１
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決
定

」

を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
（
表
面
）
中
「60日
」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁
決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審
査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審
査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
七
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不

服
申
立
て
」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
１
中
「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
八
号
（
表
面
）
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、「不
服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「裁

決
又
は
決

定

」
を
「裁

決

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
１
中
「不
服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
一
―
二
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
四
十
一
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
は
、
行
政
職
給
料
表
、
研
究
職
給
料
表
又
は
医
療
職
給
料

　

表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
で
獣
医
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
職
員
の
範
囲
）

第 

三
条　

給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

　

一 　

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
採
用
が
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
卒
業
の
日
か
ら
三
十
五
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
期
間
（
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
人

事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
期
間
。
以
下
「
経
過
期
間
」
と
い
う
。）
内
に
行
わ
れ
た
も
の

　

二 　

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
に
規

定
す
る
獣
医
師
免
許
証
を
有
す
る
者
に
限
る
。）
で
あ
つ
て
、
そ
の
採
用
が
大
学
卒
業
の
日
か
ら
十
五
年
を
経
過

す
る
ま
で
の
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も
の

　

第
四
条
第
一
号
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
号
」
に
、「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員　

　

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
三
十
五
年
」
の
下
に
「（
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

十
五
年
）」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
中
「
経
過
期
間
」
の
下
に
「（
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
第
三
条
第
二

号
に
規
定
す
る
期
間
）」
を
加
え
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
―
二
十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一 　

職
員
が
そ
の
在
勤
す
る
地
域
若
し
く
は
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
そ
の
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
の
日
の
前

日
に
在
勤
し
て
い
た
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
又
は
公
署
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
地
域
手
当
支
給
地
域
等
」
と
い
う
。）
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
、
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は
第
六
条
に
規
定
す
る
公
署
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
別

移
転
公
署
」
と
い
う
。）
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
と
き
。

　

第
九
条
第
二
号
中
「（
職
員
が
在
勤
し
て
い
た
期
間
に
お
い
て
み
な
し
特
例
支
給
割
合
が
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二

第
二
項
の
表
中
五
級
地
に
掲
げ
る
支
給
割
合
以
上
と
な
る
公
署
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

２ 　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

　
　

一 　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合　

当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
手
当
支
給
地

域
等
又
は
同
日
か
ら
六
箇
月
を
遡
っ
た
日
の
前
日
か
ら
当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
（
次

号
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と
い
う
。）
に
在
勤
し
て
い
た
当
該
地
域
手
当
支
給
地
域
等
以
外
の
地
域
手
当
支

給
地
域
等
（
特
別
移
転
公
署
を
除
く
。）
若
し
く
は
特
別
移
転
公
署
（
同
日
に
在
勤
し
て
い
た
も
の
を
除
く
。）

に
係
る
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に
定
め
る
割
合
又
は
み
な
し
特
例
支
給
割
合
（
第
八
条
に
規
定

す
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
い
う
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
う
ち
最
も
低
い
割
合

　
　

二 　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合　

適
用
日
前
の
国
家
公
務
員
等
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤

し
て
い
た
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は
対
象
期
間
に
在
勤
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
当
該
地
域
手
当
支
給
地
域
等

以
外
の
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
特
別
移
転
公
署
を
除
く
。）
若
し
く
は
特
別
移
転
公
署
（
同
日
に
在
勤
し
て

別
表
（
第
六
条
関
係
）

職
員
の
区
分

期
間
の
区
分

１
項
職
員

２
項
職
員

１
種

２
種

３
種

1年
未
満
　
　
　
　
　

円
413,300

円
367,600

円
307,800

円
35,000

1年
以
上
　
2年
未
満

413,300
367,600

307,800
33,000

2年
以
上
　
3年
未
満

413,300
367,600

307,800
31,000

3年
以
上
　
4年
未
満

413,300
367,600

307,800
29,000

4年
以
上
　
5年
未
満

413,300
367,600

307,800
27,000

5年
以
上
　
6年
未
満

413,300
367,600

307,800
25,000

6年
以
上
　
7年
未
満

413,300
367,600

307,800
23,000

7年
以
上
　
8年
未
満

413,300
367,600

307,800
21,000

8年
以
上
　
9年
未
満

413,300
367,600

307,800
19,000

9年
以
上
　
10年
未
満

413,300
367,600

307,800
17,000

10年
以
上
　
11年
未
満

413,300
367,600

307,800
15,000

11年
以
上
　
12年
未
満

413,300
367,600

307,800
13,000

12年
以
上
　
13年
未
満

413,300
367,600

307,800
11,000

13年
以
上
　
14年
未
満

413,300
367,600

307,800
9,000

14年
以
上
　
15年
未
満

413,300
367,600

307,800
7,000

15年
以
上
　
16年
未
満

413,300
367,600

307,800
16年
以
上
　
17年
未
満

408,900
363,600

304,500
17年
以
上
　
18年
未
満

404,500
359,600

301,200
18年
以
上
　
19年
未
満

400,100
355,600

297,900
19年
以
上
　
20年
未
満

395,700
351,600

294,600
20年
以
上
　
21年
未
満

391,300
347,600

291,300
21年
以
上
　
22年
未
満

371,900
330,700

277,500
22年
以
上
　
23年
未
満

352,100
313,500

263,500
23年
以
上
　
24年
未
満

332,800
296,800

250,000
24年
以
上
　
25年
未
満

313,400
279,900

236,100
25年
以
上
　
26年
未
満

293,900
263,000

222,400
26年
以
上
　
27年
未
満

271,200
242,200

204,800
27年
以
上
　
28年
未
満

249,000
221,800

187,700
28年
以
上
　
29年
未
満

226,600
201,400

170,400
29年
以
上
　
30年
未
満

203,800
180,600

152,800
30年
以
上
　
31年
未
満

179,000
158,700

134,800
31年
以
上
　
32年
未
満

154,100
136,800

116,500
32年
以
上
　
33年
未
満

129,500
115,100

98,600
33年
以
上
　
34年
未
満

91,400
83,200

72,600
34年
以
上
　
35年
未
満

56,100
53,400

48,300
備
考
　
１
 　
こ
の
表
に
お
い
て
期
間
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
，
採
用
の
日
又
は
第
４
条
各
号
の
職
員
と
な
つ
た

日
以
後
の
期
間
を
示
す
。

　
２
 　
こ
の
表
に
お
い
て
「
１
項
職
員
」
と
は
第
２
条
第
１
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
，「
２
項
職
員
」
と
は
同

条
第
２
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。

　
３
 　
こ
の
表
に
お
い
て
「
１
種
」
と
は
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
，「
２
種
」
と
は
同
項

第
２
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
，「
３
種
」
と
は
同
項
第
３
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
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い
た
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に
定
め
る
割
合
又
は
み
な
し
特
例
支
給

割
合
の
う
ち
最
も
低
い
割
合

　

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
九
条
第
二
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
―
十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
六
千

円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
万
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
六
千
円
」
を
「
三

万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
三
千
円
」
を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
八
千
円
」

を
「
四
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
三
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
四

万
八
千
円
」
を
「
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
五
万
三
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第

十
号
中
「
五
万
八
千
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
九
―
一
（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
九
―
一
―
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
九
―
一
（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
九
―
一
（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
五
号
中
「
不
服
申
立
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
九
―
八
（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
）
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
九
―
八

　
　
　

職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則

　

（
目
的
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
分
限
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
休
職
期
間
の
通
算
）

第 

二
条　

任
命
権
者
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
職

員
を
休
職
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
し
こ
れ
ま
で
当
該
休
職
に
係
る
心
身
の
故
障
と
同
一
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
心
身
の
故
障
に
よ
り
一
以
上
の
休
職
（
以
下
「
先
の
休
職
」
と
い
う
。）
を
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

先
の
休
職
の
期
間
（
そ
の
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

が
連
続
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
間
の
期
間
が
百
八
十
日
以
内
で
断
続
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
直
近
の
先
の
休
職
か

ら
復
職
し
た
後
百
八
十
日
以
内
に
当
該
職
員
を
休
職
す
る
と
き
そ
の
他
の
先
の
休
職
の
事
由
と
さ
れ
た
心
身
の
故
障

が
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
当
該
職
員
を
休
職
す
る
と
き
に
限
り
、
当
該
職
員
の
休
職
の
期
間
（
そ
の

期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
に
先
の
休
職
の
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
の
日
に
行
わ
れ
る
休
職
の
処
分
に

係
る
期
間
及
び
休
職
の
期
間
の
延
長
の
処
分
に
係
る
期
間
の
計
算
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ

た
休
職
の
処
分
に
係
る
期
間
及
び
休
職
の
期
間
の
延
長
の
処
分
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
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規
定
に
よ
る
期
間
の
通
算
の
対
象
と
し
な
い
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
―
一
―
二

　
　
　

 

人
事
委
員
会
規
則
十
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
十
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則

　

第
一
条
中
「「
地
方
公
務
員
法
」
を
「
地
方
公
務
員
法
」
に
改
め
、「
又
は
異
議
申
立
て
（
以
下
「
不
服
申
立
て
」
と

い
う
。）」
を
削
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
異
議
申
立
人
（
以
下
「
不
服
申
立
人
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
異
議
申

立
て
を
す
る
者
を
異
議
申
立
人
と
い
い
」
を
削
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　

第
二
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

第
二
節　

審
査
請
求

　

第
五
条
の
見
出
し
を
「（
審
査
請
求
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
又

は
異
議
申
立
書
（
以
下
「
不
服
申
立
書
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」

に
、「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」

に
、「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請

求
書
」
に
、「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
、「
不
服
申
立
の
」
を
「
審
査
請
求
の
」
に
、「
不
服
申
立
て
」

を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
、「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査

請
求
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
、「
不
服

申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求

人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審

査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
、「
口
答
審
理
」
を
「
口
頭
審
理
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査

請
求
人
」
に
改
め
、「
又
は
決
定
（
以
下
「
判
定
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「（
裁
決
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
判
定
を
」
を
「
裁
決
を
」
に
改
め
、「
又
は
決
定

書
（
以
下
「
判
定
書
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
判
定
書
」
を
「
裁
決
書
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及

び
第
三
号
中
「
判
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
判
定
書
」
を
「
裁
決
書
」
に
、「
判
定
に
」
を
「
裁

決
に
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
同
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
判
定
」
を
「
裁
決
」
に
改

め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
判
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
処
分
に
係
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
―
三
（
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
―
三
―
一
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人
事
委
員
会
規
則
十
―
三
（
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
十
―
三
（
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
細
則
十
―
一
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
細
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 
宮
城
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長　
　

谷　
　

関　
　

邦　
　

康　
　
　

　
　
　

 

人
事
委
員
会
細
則
十
―
一
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
細
則
）
の
一
部
を
改
正
す

る
細
則

　

人
事
委
員
会
規
則
十
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
）
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
細

則
十
―
一
―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
細
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
細
則

　

第
一
条
中
「
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
、」
を
「
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

に
関
す
る
規
則
。」
に
改
め
、「
又
は
異
議
申
立
て
（
以
下
「
不
服
申
立
て
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

　

第
二
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

第
二
節　

審
査
請
求

　

第
三
条
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
不
服
申
立
人
」
を

「
審
査
請
求
人
」
に
、「
不
服
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
審
査

請
求
人
」
に
、「
不
服
申
立
理
由
」
を
「
審
査
請
求
理
由
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「不

服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「年

（不

）第

　
　

号
事
案

」
を
「年

（審

）第

　
　

号
事
案

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「不

服
申
立
書

」
を
「審

査
請
求
書

」
に
、「不

服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「不

服
申
立

て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「不

服
申
立
書
記
載
事
項
変
更
届

」
を
「審

査
請
求
書
記
載
事
項
変
更
届

」
に
、「不

服
申
立
人

」

を
「審

査
請
求
人

」
に
、「不
服
申
立
書
の

」
を
「審

査
請
求
書
の

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「不
服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「不

服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「年

（不

）第

　
　

号
事
案

」
を
「年

（審

）第

　
　

号
事
案

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「不

服
申
立
人

（代
理
人

）」
を
「審

査
請
求
人

（代
理
人

）」
に
、「年

（不

）第

　
　

号
事
案

」

を
「年

（審

）第

　
　

号
事
案

」
に
、「不

服
申
立
人

（処
分
者

）」
を
「審

査
請
求
人

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「不

服
申
立
取
下
書

」
を
「審

査
請
求
取
下
書

」
に
、「不

服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、「一

部
と

」
を
「１

部
と

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「不

服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「年

（不

）第

　
　

号
事
案

」
を
「年

（審

）第

　

　

号
事
案

」
に
、「不

服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「不

服
申
立
人

」
を
「審

査
請
求
人

」
に
、「年

（不

）第

　
　

号
事
案

」

を
「年

（審

）第

　
　

号
事
案

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
九
号
中
「年

（不

）第

　
　

号
事
案

」
を
「年

（審

）第

　
　

号
事
案

」
に
、「判

定

」
を
「裁

決

」
に
、

「不
服
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
細
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
細
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
処
分
に
係
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

　
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
五
条
第
一
種
の
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

十
三　

不
利
益
処
分
審
査
請
求
審
査

　
　
　

附　

則



第2736号　平成28年２月26日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
14号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
27年
９
月

か
ら
12月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
28年
２
月
26日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
中
　
　
山
　
　
耕
　
　
一
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

○
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
北
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
北
地
方
支
局
を
含
む
。） 

11月
17日
　
　
　
　

　
　
東
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
東
部
地
方
支
局
を
含
む
。） 

11月
10日
　
　
　
　

　
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

11月
10日
　
　
　
　

　
　
消
防
学
校
 

11月
４
日
　
　
　
　

○
震
災
復
興
・
企
画
部

　
地
方
機
関

　
　
東
京
事
務
所
 

11月
27日
　
　
　
　

○
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
 

11月
26日
　
　
　
　

　
　
原
子
力
セ
ン
タ
ー
　
 

11月
４
日
　
　
　
　

○
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
26日
　
　
　
　

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

10月
30日
　
　
　
　

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
　
 

11月
10日
　
　
　
　

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

10月
22日
　
　
　
　

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
 

10月
28日
　
　
　
　

　
　
中
央
児
童
相
談
所
 

10月
19日
　
　
　
　

　
　
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
 

11月
26日
　
　
　
　

　
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
 

10月
28日
　
　
　
　

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

10月
６
日
　
　
　
　

○
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
阪
事
務
所
 

11月
19日

　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

11月
17日

　
　
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
 

11月
26日

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
 

10月
27日

　
　
気
仙
沼
高
等
技
術
専
門
校
 

10月
13日

○
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関
  

　
　
農
業
大
学
校
 

10月
13日

　
　
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
 

10月
13日

　
　
古
川
農
業
試
験
場
 

９
月
14日

　
　
畜
産
試
験
場
 

10月
20日

　
　
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
　
 

９
月
４
日

　
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

11月
17日

○
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
　
 

11月
６
日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
　
　
 

10月
30日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
 

12月
２
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
　
　
 

10月
19日

　
　
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

９
月
24日

　
　
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

10月
20日

　
　
栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

10月
30日

　
　
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
務
所
 

11月
25日
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○
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
教
育
事
務
所
 

11月
12日

　
　
北
部
教
育
事
務
所
 

10月
14日

　
　
志
津
川
自
然
の
家
 

10月
14日

　
　
塩
釜
高
等
学
校
 

11月
25日

　
　
古
川
高
等
学
校
 

12月
４
日

　
　
築
館
高
等
学
校
 

12月
２
日

　
　
気
仙
沼
高
等
学
校
 

11月
16日

　
　
宮
城
第
一
高
等
学
校
 

10月
27日

　
　
名
取
高
等
学
校
   

12月
18日

　
　
岩
ケ
崎
高
等
学
校
 

11月
19日

　
　
佐
沼
高
等
学
校
 

11月
24日

　
　
登
米
高
等
学
校
 

10月
６
日

　
　
志
津
川
高
等
学
校
 

10月
14日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
 

11月
25日

　
　
名
取
北
高
等
学
校
 

10月
27日

　
　
泉
松
陵
高
等
学
校
 

10月
７
日

　
　
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
 

11月
16日

　
　
気
仙
沼
西
高
等
学
校
 

12月
10日

　
　
柴
田
高
等
学
校
 

12月
16日

　
　
富
谷
高
等
学
校
 

10月
７
日

　
　
蔵
王
高
等
学
校
 

10月
20日

　
　
貞
山
高
等
学
校
 

12月
21日

　
　
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
 

10月
６
日

　
　
黒
川
高
等
学
校
 

12月
11日

　
　
伊
具
高
等
学
校
 

11月
20日

　
　
加
美
農
業
高
等
学
校
 

12月
２
日

　
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
       

10月
７
日

　
　
南
郷
高
等
学
校
 

10月
７
日

　
　
本
吉
響
高
等
学
校
 

10月
29日

　
　
石
巻
工
業
高
等
学
校
 

10月
27日

　
　
大
河
原
商
業
高
等
学
校
 

11月
16日

　
　
山
元
支
援
学
校
 

11月
20日

　
　
金
成
支
援
学
校
 

11月
19日

　
　
気
仙
沼
支
援
学
校
 

10月
28日

　
　
小
松
島
支
援
学
校
 

11月
６
日

○
警
察
本
部

　
警
察
署

　
　
石
巻
警
察
署
 

11月
17日

　
　
気
仙
沼
警
察
署
 

10月
28日

　
　
登
米
警
察
署
 

11月
11日

　
　
河
北
警
察
署
 

12月
25日

　
　
南
三
陸
警
察
署
 

10月
15日

　
　
遠
田
警
察
署
 

11月
24日

　
　
若
柳
警
察
署
 

10月
22日

　
　
鳴
子
警
察
署
 

11月
20日

　
　
加
美
警
察
署
 

10月
14日

　
　
大
河
原
警
察
署
 

12月
25日

　
　
白
石
警
察
署
 

10月
20日

　
　
角
田
警
察
署
 

11月
12日

　
　
亘
理
警
察
署
 

12月
９
日

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
26年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
 　
な
お
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）
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・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
116,736,889円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
226,450,056円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
343,186,945円

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
137,232,016円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
374,011,109円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
511,243,125円

　
⑵
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
125,106,153円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
396,167,165円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
521,273,318円

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
131,854,644円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
506,243,228円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
638,097,872円

　
⑶
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 42,707,069円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
144,382,907円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
187,089,976円

　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 80,399,219円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
117,170,662円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
197,569,881円

　
⑷
　
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

　
　
 　
賃
金
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
臨
時
職
員
の
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
て
い
た
も
の
。

　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
・
金
額
　
259,742円

　
⑸
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
 　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
及
び
過
誤
払
返
納
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済

が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
6,331,290円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 　
42,580,317円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 　
48,911,607円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
5,777,476円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 　
42,927,586円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 　
48,705,062円

　
　
　
○
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 　
13,619,606円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 　
29,348,902円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 　
42,968,508円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
9,126,522円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 　
22,377,576円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 　
31,504,098円

　
　
　
○
過
誤
払
返
納
金
（
生
活
保
護
扶
助
費
返
納
金
等
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額
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現
年
度
分
　
　
　
　
  259,581円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
  870,489円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
　
　
1,130,070円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
  548,361円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
  322,128円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
　
　
  870,489円

　
⑹
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
 　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
調
定
遺
漏
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
つ
い
て
，
年
度
末
の
未
収
金
に
係
る
調
定
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
１
件

　
　
・
調
定
遺
漏
金
額
　
466,000円

　
⑺
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
 　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理

を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
2,682,225円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 　
11,927,585円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 　
14,609,810円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
　
　
4,002,285円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
　
　
9,735,890円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 　
13,738,175円

　
⑻
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
 　
報
酬
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
非
常
勤
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
て
い
た
も
の
。

　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
・
金
額
　
119,727円

　
⑼
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　
 　
港
湾
施
設
使
用
料
（
水
域
占
用
料
）
の
徴
収
に
お
い
て
，
督
促
を
行
わ
な
い
た
め
延
滞
金
を
徴
収
で
き
な
か
っ

た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
・
調
定
金
額
　
　
400,580円

　
　
・
延
滞
金
額
　
　
 28,000円

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
15号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
「
県
立
学
校
に
お
け
る
契

約
事
務
に
つ
い
て
」
に
係
る
監
査
結
果
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
28年
２
月
26日
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賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
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由
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